
  

 

２ ０ ２ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 

東北電力ネットワーク株式会社 

 

 

電力・ガス取引監視等委員会から経済産業大臣に対する勧告において 

示された当社に対する業務改善勧告の方針について 
 

 

当社において、本来、非公開として取り扱うべきお客さま情報について、東北電力株式

会社の従業員が閲覧可能となっていた事案が確認されていることについて、本日、電力・

ガス取引監視等委員会より業務改善勧告が妥当である旨の方針が示されました※。 

 

これまでの一連の事案について、お客さま情報の漏洩につながるほか、小売電気事業者

間の公正な競争を揺るがしかねない事態を発生させたものであり、改めて深くお詫び申し

上げます。 

 

以 上 

 

 

※電力・ガス取引監視等委員会は、本日、一般送配電事業者の情報漏えい事案に関して、

経済産業大臣に対して、電気事業法に基づき勧告を実施。その中で、当社に対し、   

業務改善勧告が妥当である旨の方針が示されたもの。 

お 知 ら せ 


